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福島県環境創造センター学習活動支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故の経験を踏まえ、環境や放射線

に対する子供たちの理解を深め、自ら考え、主体的に判断できる力を育成するため、別表

第１に掲げる学習活動（以下「学習活動」という。）を実施する同表に掲げる学校（以下「学

校」という。）に対し、福島県補助金等の交付等に関する規則（昭和４５年福島県規則第１

０７号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助

金を交付する。 

 

（補助の対象） 

第２条 県は、別表第２に掲げる事業期間に、学校が学習活動を実施する場合、同表に掲げ

る児童生徒及び引率者の移動に要する同表に掲げる交通費（以下「交通費」という。）の一

部について、予算の範囲内で補助金を交付する。 

 

（補助の内容及び補助額） 

第３条 学校１校当たり１学年の学習活動を対象に、学校が所在する市町村毎に別表第３に

掲げる限度額の範囲内で補助する。なお、複数学年が利用し、バス等１台に乗り合わせる

場合でも限度額の範囲内でバス等１台分を補助対象とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、本補助金以外の補助金又は助成金を併用して交付を受ける場

合は、本補助金以外の補助金又は助成金との合計額が経費の総額を超えない範囲で補助金

を交付するものとする。ただし、県が実施している他の補助金と併用して交付を受けるこ

とはできないものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 規則第４条第１項の申請書は、福島県環境創造センター学習活動支援事業補助金交

付申請書（様式第１号）によるものとし、その提出期間は、別表第４に掲げるとおりとす

る。 

２ 規則第４条第２項の書類は、別表第４に掲げるとおりとする。 

３ 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は、１部とする。 

４ 学校の長は、補助金の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、所得税

法及び消費税法の一部を改正する法律（平成６年法律第１０９号）及び地方税法の一部を

改正する法律（平成６年法律第１１１号）の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消

費税として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）が明らか

な場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額を減額して申請しなければならない。 

 

（補助金の交付条件） 

第５条 規則第６条第１項第１号の別に定める軽微な変更は、別表第５に掲げるとおりとす

る。 
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（変更の承認申請） 

第６条 学校の長は、規則第６条第１項第１号又は第２号により知事の承認を受けようとす

る場合には、福島県環境創造センター学習活動支援事業補助金変更（中止）承認申請書（様

式第２号）を提出しなければならない。 

 

（申請を取り下げることができる期日） 

第７条 規則第８条第１項に定める期日は、申請者が補助金の交付決定の通知を受理した日

から起算して７日を経過した日とする。 

 

（実績報告） 

第８条 規則第１３条の規定による実績報告は、福島県環境創造センター学習活動支援事業

補助金実績報告書（様式第３号）により別表第６に掲げる書類を添えて、事業完了の日か

ら起算して３０日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の３月３

１日のいずれか早い日までに行わなければならない。 

２ 学校の長は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税及び地方消費税仕入

控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額を減額して報告し

なければならない。 

３ 学校の長は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税

及び地方消費税仕入控除額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した事

業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を福島県環境創造センター

学習活動支援事業仕入れに係る消費税相当額報告書（様式第４号）により速やかに知事に

提出しなければならない。 

４ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部

又は一部の返還を命じることができる。 

 

（補助金の交付の請求） 

第９条 学校の長は、規則第１４条の規定による補助金額確定の通知を受けたときは、速や

かに福島県環境創造センター学習活動支援事業補助金交付請求書（様式第５号）を知事に

提出しなければならない。ただし、補助金確定額が規則第５条に規定する交付決定額と同

額の場合は、通知を省略するものとする。 

  

（会計帳簿等の整備等） 

第 10条 補助金の交付を受けた学校の長は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の

書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間保存

しておかなければならない。 

 

（その他） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、別に定

める。 

 

 附 則 

この要綱は、平成２８年５月２４日から施行する。 
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この要綱は、令和３年３月１９日から施行する。 

 

この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。 

 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表第１（第１条関係） 

学習活動 各教科、特別活動等教育課程の中で、福島県環境創造センターの交流棟
の展示等を活用して行う学習活動 

学校 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する福島県内の小学校、
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等
専門学校、専修学校（ただし、高等課程のみとする。）その他知事が特
に認める学校 

 

別表第２（第２条関係） 

事業期間 各年度の事業期間は、県が別に定める。 

児童生徒及び 

引率者 

人数及び条件は、県が別に定める。 

交通費 バス等で移動するために必要な経費で、県が別に定める。 

 

別表第３（第３条関係） 

限度額 学校が所在する市町村毎の限度額は、県が別に定める。 

 

別表第４（第４条関係） 

申請書の提出期間 学習活動実施日から起算して６０日前から１４日前までとする。 

ただし、学習活動実施日が４月１４日以前の場合はこの限りではない。 

申請書に添付する

書類 

１ 旅程表（任意様式） 

２ 経費の見積書の写し（バス会社等が発行したもの） 

３ 本補助制度以外の補助制度等を利用する場合は申請書の写し 

４ 「債権者登録事項に関する書類」及び振込口座預金通帳の写し（表
紙の面及び表紙を開いた面の全面） 

 

別表第５（第５条関係） 

軽微な変更 １ 学校が所在する市町村毎の限度額の範囲内での補助対象経費の２
０％以内の減額 

２ 補助事業内容の細部の変更 

 
別表第６（第８条関係） 

実績報告書に添付

する書類 

１ 実際に催行された旅程表（任意様式） 

２ バス経費の請求書又は領収書の写し（バス会社等が発行したもの） 
３ 本補助制度以外の補助制度等を受けた場合は実績報告書の写し 

 
 

 


